中京区総合庁舎防火設備定期検査業務委託仕様書 
 
1 実施施設 
  　中京区総合庁舎（中京区役所、中京消防署） 
 
2 業務内容 
  　建築基準法第１２条第３項に基づく防火設備の定期検査を行う。
 
3 点検対象施設の種類と数量 
 　 防火扉１５枚、防火シャッター１９枚 
 
4 その他 
（1） 法令等を遵守し、施行すること。 
（2） 点検実施日・点検実施時間は、事前に日程調整すること。 
（3） 点検結果報告書は、点検終了後、速やかに法令等で定められた様式により作成し、本市に２部提出すること。 
（4） 点検の実施に当たり、建物および付属物を滅失又は破損することのないよう細心の注意をもって行うこと。万一、事故が生じた場合は、受託人の責任において賠償すること。 

